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財政健全化法における、公営企業の資金不足額比

率の算定上の留意点等について教えてください。

１　公営企業にかかる健全化指標

これまでの地方財政再建促進特別措置法に基づく

再建制度は、普通会計を中心としたものであり、ま

た、地方公営企業法における再建制度は、自治体が

自ら申し出ることによって初めて適用されるもので

あったため、経営が悪化した公営企業の早期是正の

法的なスキームがありませんでした。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下

「健全化法」）においては、財政の健全性を示す４つ

の指標（①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③

実質公債費比率、④将来負担比率）が定められまし

た。そのうち「連結実質赤字比率」は、地方公共団

体の実質赤字について、公営企業会計も含めた全会

計を連結して把握するために新しく整備されたもの

です。これにより、公営企業の経営悪化が原因で、

連結実質赤字比率が上昇し、早期健全化又は再生段

階に至った場合、当該公営企業を中心に早期健全化

又は再生のスキームが適用されることになります。

一方、公営企業単体の経営状況を示す指標として

「資金不足比率」が設けられています。これは、公営

企業が供給するサービスが、日常生活に直結するも

のが多く、経営の悪化が市民生活に多大な影響を与

えることから、経営悪化の初期段階から自律的な経

営改善を義務付け、一般会計に与える影響について

も未然に防止することを目的としています。

資金不足比率は先に述べた４指標と同様に監査事

務局による審査及び議会への報告が義務付けられ、

比率が基準（２０％）以上となった場合は、一般会計

等における財政の早期健全化とほぼ同様のスキーム

により、経営健全化計画の策定、外部監査による審

査及び議会の議決を経て、計画を公表することが求

められます。

２　資金不足比率の算定

資金不足比率の具体的な算定方法は、健全化法施

行令に定められており、前年度の「資金不足額」を

前年度の「事業規模」で除した数値となります。こ

れは、過去の再建制度において用いてきた不良債務

や、地方債協議制度で用いる資金不足額の算定方法

をベースに整備されたものです。

「資金不足額」は、概ね、法適用企業については

流動負債から流動資産を差し引いた額、法非適用企

業については繰上充用金となりますが、事業の性質

上、事業開始後の一定期間やむをえず赤字が生じる

場合があること等を考慮し、「解消可能資金不足額」

（詳細は下記３を参照）を控除することが認められて

います。

ただし、宅地造成事業については、解消可能資金

不足額の規定がなく、流動資産に含まれる販売用土

地について、販売可能な土地の収入見込み額（土地

の評価額）を算入する等の算定上の特例が設けられ

ています。なお、土地の評価方法は、法施行規則に

定められており、不動産鑑定士による鑑定評価によ

るほか、近隣の路線価等により簡便に算出する方法

もあります。対象団体においては、適切な評価方法

により算定作業を進めておく必要があります。

「事業規模」については、料金収入など損益計算

書上の営業収益となります。ただし、宅地造成事業

については、調達した資金規模を示す資本及び負債

の合計額を用います。

なお、地方債協議制度においても許可事業への移

行基準として、資金不足比率を用いますが、地方債

制度上の資金不足比率は、地方財政法施行令の規定
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により算定を行います。健全化法との大きな相違点

は、資金不足額の算定における解消可能資金不足額

の控除や宅地造成事業に係る特例がないこと、許可

事業への移行基準が資金不足比率１０％以上であるこ

となどが挙げられます。地方債協議制度における許

可事業となった場合、地方債同意等基準に定める経

営健全化計画の策定が必要であり、当該計画の内容、

資金不足比率の割合を勘案し、その状況に応じて地

方債の制限が加えられる場合があることに留意して

ください。

３　解消可能資金不足額の算定

公営企業の事業開始後、一定期間生じる資金不足

額のうち、客観的な算定により将来解消が可能と認

められるものについては、資金不足額から控除する

こととされており、その算定方法については、「健全

化法施行規則第６条」、「解消可能資金不足額に関す

る基準等」（平成２０年３月３１日付け総務省告示第百九

十号）等により定められています。算定の概要と留

意点については下記のとおりです。

各方式の趣旨に基づき、団体の実情に応じた方法

の選択が可能ですが、当該方式を選択したことにつ

いて、議会等への説明責任を負う必要があることに

留意してください。

なお、資金不足額が発生しない事業については、

解消可能資金不足額の算定は不要です。

※下記の算定方式の名称は、総務省告示「解消可

能資金不足額に関する基準等」に記載されてい

る名称です。

※下記の算定方法は、概要を説明するため簡略化

しています。実際の算定にあたっては、総務省

から提供されている「算定フォーマット」を活

用してください。

①累積償還・償却差額算定方式

（健全化法施行規則第６条第１項第１号）

初期投資が大きく、耐用年数の長い事業におい

て、企業債の償還期間と減価償却期間との差によ

り、減価償却費を上回って元金償還費が発生する

ことにより生じる差額を控除する。

〔対象事業〕

〔全事業

〔算定方法〕

｛（各年度元金償還費－各年度減価償却費）の供用

開始後の累計額－資本費平準化債発行累計額｝

×（１－α）

※α…当該特別会計の元利償還金に対する一般会計

からの繰入金の割合を控除

※法非適用の簡易水道及び下水道事業の減価償却費

については、簡易算定の方法が定められている。

②減価償却前経常利益による負債償還可能額算定

方式（健全化法施行規則第６条第１項第２号及

び第３号）

施設の利用及び料金収入が平年度化し、減価償

却前経常利益相当額（料金収入から維持管理費等

を控除した後の剰余額）がある事業で、過去の部

分供用時などの資金不足が残っている場合に、当

該施設の耐用年数期間内に解消しうる部分を客観

的に算定し、控除する。

〔対象事業〕

〔下水道事業、鉄軌道事業

〔算定方法〕

○法適用

流動負債÷負債総額×経常利益×残存耐用年数

※経常利益は、減価償却費を控除する前の数値を用

いる。

※下水道事業の残存耐用年数は、一律に４５年を用い

る。

○法非適用

法適用の算定式を次のとおり読み替える。

流動負債⇒繰上充用額

負債総額⇒繰上充用額＋地方債残高

経常利益⇒経常収益－支払利息－維持管理費
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③個別計画策定算定方式

（健全化法施行規則第６条第１項第４号及び第５

号）

施設の利用及び料金収入が平年度化していない

事業において生じている資金不足について、個別

の経営計画に基づき、当該施設の耐用年数期間内

に計画的に解消しうる部分を算定し、控除する。

〔対象事業〕

〔供用開始から１５年以内の下水道事業

〔算定方法〕

※府内市町村において、対象事業が存在しないため

省略。（詳細は算定フォーマット参照。）

４　まとめ

健全化法の成立により、財政の健全性を示す指標

の公表が制度化されましたが、上記３で説明した解

消可能資金不足額控除などの諸調整により、本来の

経営の姿が見えにくくなることも考えられます。

指標の公表に際しては、機械的に数値を公表する

だけでなく、経営の現状や将来の見通しについても、

積極的に開示を行っていく必要があります。

経営が悪化した公営企業が、更なる経営健全化の

取組みを行うことは勿論ですが、健全段階の事業に

あっても、法の趣旨を鑑み、現状の経営状態が後退

することのないよう、引き続き不断の取組みを行っ

ていくことが求められます。

なお、経営の健全化を考える上で、効率的な経営

を行っても赤字となる事業については、一般会計か

らの負担をいたずらに継続させるのではなく、当該

事業のあり方（継続か清算かの検討、民間への売却

や民営化の是非など）についても、検討を行ってい

くべきでしょう。

（大阪府総務部市町村課財政グループ）
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